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束
九
州
地
域
の
歴
史
地
理
性
と
幕
藩
体
制

｜

譜
代
大
名
と
天
領
の
配
置
を
中
心
と
し
て
Ｉ
－

　
九
州
地
方
に
お
け
る
近
世
大
名
領
国
の
成
立
史
に
目
を
向
け
る
時
、
そ
こ
に
は

大
き
く
四
つ
の
時
期
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
、
そ
の
第
一
期
は
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
の
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
島

津
氏
討
征
を
以
っ
て
完
成
す
る
九
州
の
平
定
の
時
期
、
第
二
期
は
、
文
禄
三
年
の

豊
後
大
友
氏
の
除
封
の
時
期
、
そ
の
第
三
期
は
、
慶
長
五
年
の
関
ケ
原
戦
の
終
結

に
と
も
な
う
徳
川
政
権
の
確
立
期
、
そ
し
て
第
四
期
は
、
寛
氷
期
以
降
の
分
散
的

な
大
名
配
・
転
封
が
行
な
わ
れ
十
七
世
紀
中
を
通
す
や
や
時
代
巾
を
有
す
る
期
間

と
で
あ
る
。

　
第
一
期
は
、
島
津
氏
及
び
大
友
氏
の
対
立
す
る
い
わ
ゆ
る
「
豊
薩
戦
争
」
の
戦

後
処
理
に
よ
っ
て
、
大
友
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
東
九
州
地
区
、
と
り
わ
け
豊
前

国
威
が
、
大
友
氏
か
ら
没
収
さ
れ
、
そ
の
跡
に
黒
田
氏
が
入
封
し
、
肥
後
国
で
は

大
正
十
三
年
に
加
藤
氏
が
入
封
す
る
な
ど
、
こ
の
天
正
十
五
年
を
は
さ
む
時
期
は

北
西
部
九
州
の
大
名
配
置
図
が
、
大
き
く
彩
ぐ
替
え
ら
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。

　
続
く
第
二
期
は
、
文
禄
の
朝
鮮
出
兵
に
際
し
、
大
友
義
統
が
罪
を
得
て
豊
後
一

国
を
も
除
封
さ
れ
た
事
件
に
件
な
い
、
豊
後
国
を
中
心
と
す
る
東
九
州
地
域
に
豊

臣
氏
の
蔵
入
地
が
設
定
さ
れ
、
ま
た
各
地
に
秀
吉
の
馬
廻
衆
を
主
体
と
す
る
豊
臣

大
名
の
配
置
が
完
了
す
る
時
期
で
あ
る
。

後
　
藤

重
　
　
巳

　
関
ケ
原
の
戦
い
を
契
期
と
す
る
慶
長
五
年
を
は
さ
む
第
三
期
は
、
第
二
期
に
剔

出
、
配
封
さ
れ
た
豊
臣
系
大
名
の
取
捨
転
封
や
新
規
の
徳
川
系
大
名
の
剔
出
の

天
領
の
拡
大
設
定
な
ど
が
展
開
さ
れ
、
九
州
地
域
で
も
、
全
域
的
に
近
世
大
名
配

置
が
、
ほ
ぼ
固
定
化
さ
れ
た
時
期
と
な
る
。

　
第
四
期
は
、
第
二
期
・
第
三
期
の
配
置
政
策
を
経
て
、
固
定
化
さ
れ
た
大
名
の

内
、
各
人
名
家
の
内
部
事
情
や
、
徳
川
氏
の
大
名
政
策
に
よ
っ
て
部
分
的
・
分
散

的
に
政
封
・
移
転
が
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、
従
っ
て
、
こ
の
時
期
は
大
局
的
に
は
、

そ
れ
ま
で
の
第
一
・
二
・
三
期
と
は
や
や
性
格
を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
か

ろ
う
。

　
こ
の
様
に
、
十
六
世
紀
の
八
十
年
代
に
始
ま
り
、
十
七
世
紀
初
頭
を
も
っ
て
完

了
す
る
九
州
地
域
の
近
世
大
名
配
置
政
策
も
、
そ
の
後
の
二
世
紀
半
を
通
し
て
、

幕
藩
体
制
を
支
え
る
最
大
主
要
な
政
策
と
し
て
終
始
、
江
戸
幕
府
が
重
点
を
置
き

続
け
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
徳
川
氏
は
、
そ
の
統
一
的
政
権
の
維
持
の
た
め
の
最
大
の
施
策
と
し
て
、
大
名

身
分
の
確
定
と
有
効
な
配
置
と
に
常
に
最
大
の
留
意
を
払
っ
た
。
そ
れ
は
具
体
的

に
は
、
親
藩
・
譜
代
・
外
様
と
い
う
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
身
分
制
度
に
よ
る
大
名
統

制
策
で
あ
り
、
そ
の
身
分
制
度
を
原
点
と
す
る
巧
妙
な
大
名
の
交
錯
配
置
政
策
で

あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
身
分
制
度
は
、
単
に
徳
川
氏
と
の
歴
史
的
・
血
縁
的
な
親

疎
の
関
係
ば
か
り
で
な
く
、
石
高
に
基
ず
く
身
分
規
制
も
強
く
、
そ
れ
ら
は
い
わ

ゆ
る
「
格
式
」
と
し
て
、
例
え
ば
江
戸
城
中
に
お
け
る
「
詰
所
」
の
順
席
と
し
て
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も
厳
守
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
外
、
様
々
な
対
策
を
も
含
め
て
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
全
国
大
名
配
置
に
際

し
て
、
九
州
地
域
と
り
わ
け
東
九
州
地
域
に
お
け
る
そ
の
政
策
が
、
ど
の
様
な
具

体
性
を
有
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
見
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
小
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
い
う
東
九
州
地
域
と
は
、
旧
豊
前
国
及
び
豊
後
国
域
を
指
す
。
周
知
の

如
く
、
九
州
の
名
称
は
、
豊
前
・
豊
後
・
筑
前
・
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
・
大
隅
・

薩
摩
・
日
向
及
び
壱
岐
・
対
馬
二
島
を
加
え
た
。
旧
称
い
わ
ゆ
る
「
九
国
二
島
」

の
「
九
国
」
に
因
む
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
、
豊
前
・
豊
後
の
二
国
は
、
ほ
ぼ
南
北
に
長
い
九
州
の
東
端
に
、
南

北
に
隣
接
し
て
位
置
し
て
お
り
、
日
向
国
の
北
部
と
と
も
に
、
山
陽
・
山
陰
・
南

海
の
三
道
と
九
州
諸
国
と
を
分
断
す
る
地
理
的
位
置
を
占
め
て
い
る
。
つ
ま
り
こ

れ
を
中
央
的
に
み
れ
ば
、
瀬
戸
内
海
の
西
端
を
介
し
て
西
海
道
（
九
州
）
の
前
面
、

玄
関
的
立
地
に
当
り
、
九
州
諸
国
を
主
体
に
み
れ
ば
、
東
端
の
屏
風
状
地
に
相
当

す
る
。

　
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
接
触
的
・
媒
介
的
な
東
九
州
の
地
理
的
条
件
は
、
文
化
の

諸
相
に
も
九
州
の
他
地
域
に
比
し
た
場
合
、
古
く
か
ら
著
し
い
特
質
を
も
の
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
歴
史
上
の
各
時
代
を
通
し
て
、
検
討
さ
る
べ
き
特
異
な
問
題
を

内
蔵
し
て
い
る
。

　
こ
の
小
稿
で
は
、
こ
う
し
た
地
理
的
条
件
下
に
あ
る
東
九
州
地
域
が
、
幕
藩
体

制
と
い
う
枠
の
中
で
、
い
か
に
認
識
さ
れ
、
い
か
な
る
政
治
的
施
策
の
も
と
に
置

か
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
口

　
近
世
期
を
通
じ
て
、
九
州
全
域
に
展
開
し
た
藩
は
、
お
よ
そ
三
十
藩
を
教
え
る

が
、
各
藩
の
規
模
は
、
薩
摩
の
七
十
七
万
石
を
筆
頭
に
、
肥
後
熊
本
の
五
十
四
万

石
、
筑
前
福
岡
藩
の
五
十
二
万
石
な
ど
の
超
大
藩
を
例
外
と
す
れ
ば
、
他
は
い
ず

れ
も
十
万
石
に
満
た
な
い
中
小
藩
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
傾
向
は
、
殊
更
に
九
州
地
方
の
み
に
お
け
る
特
質
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
｀

な
か
っ
た
が
、
留
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
諸
大
名
の
身
分
的
格
式
の
分
布
で
あ
ろ
う
。

　
九
州
地
域
に
展
開
し
た
近
世
期
の
大
名
は
、
す
べ
て
譜
代
又
は
外
様
に
属
し
、

徳
川
氏
一
門
譜
代
と
し
て
の
松
平
三
氏
と
、
姻
戚
に
基
ず
く
し
て
譜
代
と
し
て
の

小
笠
原
三
家
及
び
、
奥
平
氏
内
藤
氏
の
四
家
で
、
計
ハ
家
を
教
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
れ
を
具
体
的
に
示
せ
ば
、
一
門
譜
代
と
し
て
の
松
平
氏
は
、
豊
後
杵
築
の
能

見
松
平
氏
、
同
府
内
の
大
給
松
平
氏
、
肥
前
島
原
の
深
溝
松
平
氏
の
三
家
の
み
、

豊
前
小
倉
の
小
笠
原
氏
、
同
時
枝
の
旗
本
小
笠
原
氏
、
肥
前
唐
津
四
小
笠
原
氏
、

豊
前
中
津
の
奥
平
氏
日
向
延
岡
の
内
藤
氏
を
あ
げ
う
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
平
均
的
に
ほ
ぼ
二
六
〇
家
余
を
教
え
た
全
大
名
の
中
に

親
藩
・
譜
代
・
外
様
の
占
め
る
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
五
十
四
パ

ー
セ
ン
ト
、
三
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
字
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
叶
、
そ
の

内
、
譜
代
は
一
四
五
家
、
そ
の
内
訳
は
、
城
主
八
十
五
家
・
無
城
主
六
十
家
と
い

う
数
か
ら
考
え
る
時
、
九
州
地
域
に
お
け
る
譜
代
大
名
の
分
布
は
、
意
外
に
稀
薄

で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
そ
し
て
、
更
に
問
題
と
さ
れ
る
点
は
、
こ
れ
ら
の
数
少
な
い
譜
代
大
名
が
、
東

九
州
地
域
を
独
占
的
に
、
し
か
も
隣
接
分
布
の
状
態
で
配
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
内
、
深
溝
松
平
氏
は
、
城
附
地
を
肥
前
島
原
と
す
る
が
、
そ

の
所
領
の
四
十
八
Ｉ
セ
ン
ト
強
を
飛
地
と
し
て
豊
前
・
豊
後
の
国
境
域
に
領
有
し

て
お
り
、
例
外
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
（
後
述
）

　
肥
前
唐
津
の
小
笠
氏
は
、
文
化
十
四
年
に
水
野
氏
の
あ
と
を
受
け
て
入
封
し
た

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
第
四
期
大
名
の
特
殊
な
例
と
し
て
こ
こ
で

は
、
一
応
例
外
と
し
て
度
外
視
す
る
。

　
こ
の
様
に
概
観
し
て
来
る
と
、
九
州
地
域
に
お
け
る
譜
代
大
名
の
配
置
は
、
そ

の
全
て
が
、
東
九
州
地
域
に
展
開
す
る
と
い
う
極
め
て
注
目
す
べ
き
配
置
状
態
を

呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
天
正
末
期
に
お
け
る
黒
田
氏
の
豊
前
人
封
、
慶
長
期
の
細
川
氏
の
豊
前
一
国
・

豊
後
二
郡
（
国
東
・
速
見
）
拝
領
、
寛
永
九
年
の
細
川
氏
の
肥
後
熊
本
転
封
に
と
も
な
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う
細
川
旧
領
へ
の
小
笠
原
氏
の
入
封
、
そ
し
て
こ
の
小
笠
原
氏
の
一
部
退
転
に
と

も
な
っ
て
、
当
地
方
で
の
天
領
の
設
定
や
、
譜
代
松
平
氏
所
領
の
成
立
は
、
豊
後

府
内
松
平
氏
の
入
封
の
問
題
と
と
も
に
、
東
九
州
地
域
の
も
つ
歴
史
地
理
的
評
価

の
課
題
を
提
起
す
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な
問
題
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
私
は
先
に
、
「
藩
政
成
立
期
の
ニ
・
三
の
問
題
」
げ
題
し
て
、
こ
の
東
九
州
域
に

属
す
る
豊
後
岡
藩
の
成
立
期
に
お
け
る
問
題
点
を
、
特
に
在
地
土
豪
を
中
心
と
す

る
在
地
と
の
対
応
関
係
の
事
例
と
し
て
と
り
上
げ
て
、
一
藩
に
限
っ
て
論
じ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
幕
藩
体
制
の
成
立
と
い
う
問
題
を
、
総
合
的
に
、
巨
視
的
に

論
じ
る
場
合
に
は
、
少
く
と
も
、
そ
の
舞
台
を
や
や
拡
大
し
て
、
東
九
州
地
域
と

い
う
歴
史
地
理
的
な
広
が
り
の
中
か
ら
検
討
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
の
小
稿
で
あ
っ
た
。

　
従
っ
て
、
こ
の
小
稿
は
、
先
稿
の
目
的
と
し
た
も
の
と
表
裏
の
関
係
を
な
す
も

の
で
あ
り
、
予
定
と
し
て
い
る
次
稿
で
は
、
先
稿
で
展
開
し
た
論
点
を
拡
大
的
に

東
九
州
諸
地
域
の
問
題
と
し
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
以
下
、
本
稿

で
は
、
そ
の
た
め
の
布
石
と
し
て
の
問
題
点
を
ま
ず
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
向

　
寛
永
九
年
十
月
、
豊
前
一
国
及
び
豊
後
図
国
東
・
速
見
の
二
郡
を
領
し
て
い
た

細
川
氏
が
、
肥
後
熊
本
に
転
封
に
な
る
と
そ
の
跡
に
小
笠
原
秀
政
の
諸
子
が
配
置

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

小
笠
原
秀
歌

（
松
平
至
鎮
室
）

（
信
　
濃
　
守
）
－
長
次
（
信
濃
守
）
豊
前
中
津

（
右
近
大
夫
）
豊
前
小
倉
（
一
五
万
石
）

（
細
川
忠
利
室
）

｀ ｔ 。

知
（
壱
　
岐
　
守
）
豊
後
杵
築
（
三
万
五
〇
〇
〇
石
）

直
（
松
平
重
患
養
子
）
豊
前
竜
王
（
の
ち
豊
後
高
胆

　
細
川
氏
・
小
笠
原
氏
・
能
見
松
平
と
の
婚
姻
関
係
を
図
示
す
る
と
次
の
如
く
で

あ
る
。

　
　
　
長
胤

長
章
－
犬
長
圓

　
　
　
長
宥
－
長
和
（
旗
本
領
）

長
勝
＝
長
胤
＝
長
圓
－
長
話

小
笠
原
秀
政

細
川
　
忠
興

忠　　丙

Ａ　　　減給　　ぢ

（
除
封
）

　
右
図
の
如
く
、
右
近
火
夫
恋
真
が
小
倉
（
十
五
万
石
）
、
信
濃
守
長
次
が
中
津
（
八

万
石
）
に
、
壱
岐
守
恋
知
が
豊
後
杵
築
（
四
万
石
）
に
そ
れ
ぞ
れ
分
封
さ
れ
、
そ
れ
よ

り
前
、
松
平
重
患
の
養
子
と
な
て
い
た
末
子
の
重
直
は
、
豊
前
竜
王
（
三
万
七
〇
〇

〇
石
）
に
配
封
さ
れ
た
。
重
直
が
養
子
に
入
っ
た
松
平
家
は
「
能
見
松
平
家
」
で
あ

り
、
そ
の
子
英
親
の
時
叔
父
恋
直
の
あ
と
を
う
け
て
豊
後
杵
築
に
入
っ
て
松
平
杵

築
藩
が
成
立
す
る
（
後
述
）
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
細
川
氏
の
遺
領
が
中
津
・
小
倉
・
竜
王
・
杵
築
を
中

心
に
、
小
笠
原
氏
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
た
こ
と
だ
が
、
こ
れ
に
は
大
き
な
目
的
が

あ
っ
た
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
目
的
と
は
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是
ハ
、
小
笠
原
右
近
大
夫
様
（
忠
真
）
、
豊
前
小
倉
へ
所
替
被
仰
付
、
九
州
之
要

卜
被
思
召
寄
、
長
崎
御
用
被
仰
付
候
故
、
御
兄
弟
方
一
所
二
差
置
、
御
相
談

御
相
手
之
儀
有
之
、
中
津
ハ
信
濃
守
（
長
次
）
、
杵
築
ハ
壱
岐
守
（
忠
知
）
、
高
田

ハ
此
方
（
重
直
）
、
御
一
所
被
仰
候

と
い
う
も
の
で
あ
り
、

政
は
、
慶
長
十
八
年
、

坂
の
役
で
戦
死
し
た
人

極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
忠
真
ら
の
父
・
秀

信
州
松
本
に
八
万
石
を
与
え
ら
れ
て
人
封
し
、
元
和
の
大

物
で
あ
り
、
そ
の
娘
千
代
姫
が
細
川
忠
利
の
妻
で
あ
っ
た
。

　
小
倉
に
人
封
し
た
三
男
志
真
は
、
元
和
三
年
信
濃
か
ら
播
州
明
石
に
、
二
万
石

加
増
の
十
万
石
で
転
封
と
な
り
、
寛
永
九
年
に
更
に
五
万
石
の
加
増
の
計
十
五
万

石
を
豊
前
小
倉
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
秀
政
の
二
男
、
志
脩
は
、
元
和
元
年
の
大
坂
の
役
で
父
秀
政
と
と
も
に
戦
死
し

た
た
め
、
そ
の
長
男
・
長
次
は
、
叔
父
に
当
た
る
志
真
に
養
育
さ
れ
て
い
た
が
、

元
和
三
年
、
播
摩
国
竜
野
に
六
万
石
で
封
を
受
け
、
寛
永
九
年
に
至
っ
て
豊
前
中

津
に
二
万
石
加
増
、
計
八
万
石
で
人
封
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
志
真
・
長
次
ら
と
と
も
に
、
同
時
に
豊
前
竜
王
を
与
え
ら
れ
た
重
直
は
慶
長
六

年
の
生
ま
れ
、
二
代
将
軍
秀
志
の
命
に
よ
っ
て
、
能
見
松
平
氏
の
松
平
重
患
の
養

子
に
入
っ
た
人
物
で
あ
り
、
寛
永
三
年
、
養
父
重
志
の
遺
領
の
内
、
出
羽
国
上
の

山
に
三
万
石
も
与
え
ら
れ
た
が
、
の
ち
摂
津
国
三
田
に
同
高
で
移
封
、
寛
永
九
年

に
七
千
石
を
加
増
、
豊
前
竜
王
に
移
封
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
豊
後
国
杵
築
に
人
封
し
た
志
知
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

　
こ
の
志
知
は
、
秀
政
の
四
男
で
、
慶
長
四
年
、
下
総
古
河
に
生
ま
れ
た
。
慶
長

十
九
年
、
信
濃
国
井
上
、
川
中
島
に
五
千
石
を
与
え
ら
れ
た
の
を
契
機
に
、
寛
永

九
年
四
月
に
は
秦
者
番
及
び
大
番
頭
を
兼
務
さ
せ
ら
れ
、
同
年
秋
に
は
、
志
真
ら

と
と
も
に
、
豊
後
図
国
東
部
、
速
見
郡
の
内
に
四
万
石
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。

　
志
知
は
、
そ
の
後
の
正
保
二
年
、
三
河
国
渥
美
・
八
名
・
宝
飯
の
三
部
の
う
ち

に
、
前
封
に
加
増
五
千
石
で
移
封
に
な
っ
た
。
彼
の
転
封
の
跡
に
は
、
先
に
豊
前
｀

竜
王
に
人
封
し
て
い
た
兄
弟
重
直
の
養
子
、
つ
ま
り
甥
に
当
た
る
英
親
が
人
封
し

こ
こ
に
、
能
見
板
平
氏
に
よ
る
杵
築
藩
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
細
川
氏
の
遺
領
が
、
小
笠
原
秀
歌
の
諸
子
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
る
経
過

に
つ
い
て
概
述
し
て
き
た
が
、
こ
の
豊
前
一
国
及
び
豊
後
二
郡
（
国
東
・
速
見
）
に
お

け
る
大
名
配
置
は
や
や
異
状
な
形
態
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。

　
江
戸
幕
府
草
創
期
の
最
も
基
本
的
な
施
政
方
針
は
、
大
名
統
政
策
に
あ
り
、
織

田
・
豊
臣
取
立
大
名
の
牽
制
や
、
徳
川
一
門
・
一
族
の
譜
代
大
名
の
創
出
に
重
点

が
置
か
れ
た
。
し
か
し
、
一
方
、
越
前
松
平
忠
直
の
例
に
見
る
如
く
、
例
え
一
門

一
族
大
名
と
い
え
ど
も
、
幕
政
方
針
へ
の
違
反
に
は
熾
烈
な
制
肘
が
加
え
ら
れ
る

の
が
常
で
あ
り
、
そ
の
統
制
策
の
も
と
で
は
、
大
名
勢
力
の
分
散
化
が
企
ら
れ
一

族
大
名
の
集
中
化
は
忌
誹
さ
れ
る
の
が
原
理
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
点
、
細
川
遺
領
に
お
け
る
小
笠
原
秀
政
の
遺
子
・
孫
の
集
中
配
封
は
、
極

め
て
特
異
な
形
態
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
こ
の
問
題
は
、
の
ち
の
宇
佐
郡
に
お
け
る
天
領
の
創
出
や
、
九
州
地
域
に
お
い

て
例
の
少
な
い
譜
代
松
平
氏
が
、
豊
後
杵
築
・
府
内
に
人
封
定
着
す
る
問
題
、
ひ

い
て
は
、
残
る
九
州
内
の
徳
川
一
門
、
島
原
深
溝
板
平
氏
が
、
豊
前
・
豊
後
の
国

境
域
に
「
豊
州
御
領
」
と
呼
ば
れ
る
飛
地
を
与
え
ら
れ
る
問
題
と
と
も
に
、
東
九

州
の
地
域
が
、
戦
略
的
に
極
め
て
重
要
な
地
域
と
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
す
る

も
の
に
外
な
る
ま
い
。

　
寛
永
九
年
十
月
、
小
笠
原
忠
知
が
、
豊
後
杵
築
を
与
え
ら
れ
る
に
際
し
て
、

　
　
　
Ｉ
上
略
－
今
度
、
細
川
越
中
守
忠
利
豊
前
国
の
封
地
を
転
ぜ
ら
る
る
に
よ

　
　
　
り
、
明
日
、
忠
知
が
同
族
の
面
々
、
西
国
に
を
い
て
加
恩
を
賜
ふ
べ
き
む

　
　
　
ね
、
ひ
そ
か
に
仰
せ
下
さ
れ
、
十
一
目
、
三
万
五
千
石
を
加
へ
ら
れ
、
さ

　
　
　
き
の
釆
地
を
転
じ
、
豊
後
国
の
内
に
を
い
て
、
四
万
石
を
領
し
、
杵
築
城

　
　
　
を
た
ま
ふ
。
こ
の
と
き
請
て
あ
づ
け
ら
る
る
と
こ
ろ
の
与
力
十
人
を
も
っ

　
　
　
て
家
臣
と
す
ー
下
略
－
。

と
の
記
事
は
、
あ
な
が
ち
誇
大
な
表
現
で
は
な
い
も
の
と
表
わ
れ
る
。
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こ
の
様
な
、
徳
川
一
門
の
集
中
配
置
と
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
天
領
と
の
交
錯
的

な
政
策
を
、
「
譜
代
、
天
領
体
制
」
と
仮
称
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
聯

　
寛
永
九
年
に
小
笠
原
重
直
（
能
見
松
平
重
直
）
に
与
え
ら
れ
た
豊
前
竜
王
は
、
豊
前

国
内
の
小
倉
や
中
津
地
域
に
比
較
す
れ
ば
、
国
内
と
し
て
は
や
や
内
陸
部
に
属
し

俗
に
「
安
心
院
盆
地
」
と
呼
ば
れ
る
盆
地
の
中
央
部
に
立
地
し
、
表
面
的
に
は
さ

し
て
目
立
た
な
い
地
域
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
中
世
以
降
、
こ
の
地
域
は
、
大
友

氏
の
豊
前
進
出
の
た
め
の
橋
頭
堡
的
な
地
域
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。

　
重
直
は
、
こ
の
竜
王
に
入
封
の
の
ち
、
間
も
な
く
周
防
灘
に
面
し
た
豊
後
高
田

に
移
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
辺
り
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
に
明
ら

か
で
は
な
い
。
豊
後
高
田
も
、
大
友
氏
の
豊
後
北
方
に
対
す
る
防
衛
の
最
前
線
と

し
て
重
要
視
さ
れ
た
拠
点
で
あ
り
、
大
友
氏
没
後
は
、
竹
中
氏
が
入
封
し
た
。
こ

の
竹
中
氏
は
、
そ
の
後
、
豊
後
杵
築
を
経
て
同
国
府
内
に
入
っ
た
豊
臣
系
の
大
名

と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
府
内
に
入
封
の
の
ち
、
肥
前
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
取
締

り
問
題
で
罪
を
得
た
ら
し
く
、
寛
永
十
一
年
に
府
内
を
除
封
断
絶
さ
せ
ら
れ
た
。

　
松
平
重
直
が
、
竜
王
と
豊
後
高
田
と
の
間
を
、
ど
の
様
に
移
動
し
た
か
に
つ
い

て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
’
寛
永
十
九
年
、
重
直
の
死
去
に
と
も
な
い
嫡
子
英
親

が
家
督
を
継
ぎ
、
正
保
二
年
、
先
に
豊
後
杵
築
に
入
封
し
て
い
た
小
笠
原
忠
知
の

三
河
吉
田
へ
の
移
封
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
跡
の
杵
築
に
転
封
し
、
松
平
杵
築
藩

の
始
祖
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
様
に
、
小
笠
原
氏
に
出
自
を
持
つ
ぢ
平
重
直
及
び
そ
の
嫡
子
英
親
が
、
豊

前
竜
王
か
ら
、
豊
後
高
田
を
経
て
豊
後
杵
築
に
移
動
し
て
行
く
経
緯
に
は
、
そ
の

前
代
に
当
地
方
を
領
し
て
い
た
細
川
氏
と
の
婚
姻
関
係
に
因
由
す
る
問
題
が
、
基

本
的
に
か
ら
む
も
の
と
推
察
さ
れ
孔
ダ
、
そ
れ
を
確
証
し
得
る
史
料
は
存
在
し
な

い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
更
に
注
意
を
要
す
る
点
は
、
こ
の
重
直
・
英
親
の
、
高
田

更
に
豊
後
杵
築
へ
の
移
封
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
跡
地
が
収
公
さ
れ
て
天
領
と
な

り
、
一
時
的
に
英
親
の
預
り
地
と
な
っ
た
の
ち
、
寛
文
期
に
至
っ
て
、
肥
前
島
原

に
本
拠
を
置
く
徳
川
一
門
の
譜
代
・
深
溝
松
平
氏
の
所
領
（
飛
地
）
に
組
み
込
ま
れ

る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
肥
前
深
溝
松
平
氏
は
、
松
平
忠
房
が
寛
文
八
年
、
高
力
隆
長
の
除
封
に
と
も
な

っ
て
、
丹
波
福
知
山
か
ら
入
封
し
た
も
の
で
、
そ
の
朱
印
高
は
、
六
万
五
九
〇
〇

石
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
に
、
豊
前
国
宇
佐
郡
の
一
万
三
〇
〇
〇
石
余
、
豊
後
国

国
東
郡
の
一
万
四
〇
〇
〇
石
余
の
飛
地
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　
域
附
地
に
対
す
る
こ
の
飛
地
領
の
占
め
る
比
率
は
、
実
に
四
十
一
パ
ー
セ
ン
ト

に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
飛
地
領
の
占
め
る
比
重
が
い
か
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た

か
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
島
原
領
飛
地
は
、
俗
に
「
豊
州
御
領
」
と
呼
ば
れ
、
豊
前
国
側
に
三
組
、
豊
後

国
側
に
二
組
、
計
五
組
九
十
九
ケ
村
に
及
ん
だ
。
こ
の
五
組
と
は
、
豊
前
と
豊
後

と
の
国
境
域
に
展
開
す
る
地
域
で
、
豊
前
宇
佐
平
野
を
貫
流
す
る
駅
館
川
の
上
流

の
安
心
院
盆
地
を
含
め
、
中
流
の
院
内
谷
か
ら
、
下
流
の
東
岸
一
帯
に
広
が
っ
て

い
た
。
こ
の
領
域
は
、
そ
の
ご
く
一
部
の
地
域
を
除
け
ば
ほ
ぼ
寛
永
九
年
に
松
平

重
直
に
与
え
ら
れ
た
領
域
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
九
十
九
村
を
含
む
五
組
と
は
山

厳
組
・
橋
津
組
・
長
洲
組
・
田
染
組
・
高
田
組
で
、
高
田
組
の
芝
崎
村
に
飛
地
領

を
総
括
す
る
高
田
役
所
が
設
け
ら
れ
、
長
洲
組
長
洲
村
に
は
、
長
洲
港
が
営
な
ま

れ
て
い
た
。

　
西
北
部
九
州
に
、
し
か
も
幕
府
直
轄
地
と
し
て
重
要
な
長
崎
の
地
に
接
す
る
島

原
を
領
す
る
譜
代
松
平
氏
は
、
単
に
自
領
の
経
営
ば
か
り
で
な
く
、
長
崎
を
含
め

た
周
辺
の
地
に
対
し
て
目
附
的
な
存
在
に
あ
り
、
例
え
ば
忠
房
時
代
の
延
宝
四
年

の
末
次
平
蔵
に
よ
る
密
貿
易
事
件
に
は
、
長
崎
奉
行
と
と
も
に
こ
れ
を
処
理
し
、

ま
た
、
肥
前
や
肥
後
天
草
地
方
に
点
在
す
る
幕
領
（
御
料
）
の
管
理
を
任
せ
ら
れ
る

な
ど
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
。

　
歴
史
的
、
地
理
的
に
異
質
な
地
域
を
、
飛
地
と
し
て
領
有
す
る
場
合
、
そ
こ
に

快
社
会
経
済
面
を
中
心
に
ヽ
様
々
な
難
問
題
を
持
つ
こ
と
は
必
至
で
あ
卯
こ

の
点
で
は
該
当
大
名
に
と
っ
て
は
甚
だ
不
利
な
領
国
支
配
の
条
件
下
に
あ
っ
た
。
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近
世
期
大
名
領
に
お
い
て
、
こ
の
飛
地
が
発
生
す
る
場
合
に
は
、
様
々
な
原
因
が

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
第
一
に
は
、
大
名
転
封
に
と
も
な
う
朱
印
高
の
帳
尻
合
せ
、

第
二
に
は
勢
力
の
分
散
策
な
ど
が
予
測
さ
れ
よ
う
が
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
拠
点
防

衛
を
目
的
の
も
と
に
、
特
定
大
名
の
飛
地
を
模
と
し
て
打
ち
込
む
方
策
も
考
え
ら

れ
よ
う
。
深
溝
松
平
氏
の
「
豊
州
御
領
」
の
設
定
は
、
こ
の
地
域
の
歴
史
・
地
理

的
條
件
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
横
役
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
さ
て
、
束
九
州
地
域
に
お
け
る
こ
う
し
た
譜
代
大
名
領
の
創
出
と
並
び
、
今
一

つ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
天
領
揃
料
）
の
設
定
で

あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
み
て
来
た
如
く
、
細
川
氏
の
肥
後
転
封
に
と
も
な
っ
て
、
東
九
州
地

域
は
、
小
笠
原
氏
の
分
割
支
配
の
時
期
に
入
る
が
、
こ
の
う
ち
ほ
ぼ
中
央
部
に
立

地
し
た
小
笠
原
長
次
領
に
は
、
そ
の
後
大
き
な
変
化
を
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
長
次

の
跡
を
長
勝
が
継
ぎ
、
こ
れ
を
更
に
長
胤
が
世
襲
し
た
が
元
禄
十
一
年
七
月
、
長

胤
は
自
身
の
不
行
跡
と
、
家
臣
取
締
り
の
不
行
届
の
理
由
に
よ
っ
て
所
領
没
収
と

な
っ
た
。
し
か
し
「
先
祖
の
勲
功
を
お
ぼ
し
め
さ
れ
」
て
、
完
全
除
封
は
免
が
れ
、

そ
の
弟
の
長
円
に
半
減
の
四
万
石
の
世
襲
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
他
は
収
公
さ
れ
て

天
領
と
な
っ
た
。

　
以
下
、
そ
の
点
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
叫

　
九
州
地
域
に
お
け
る
天
領
（
蔵
入
地
）
の
創
出
は
、
天
正
十
五
年
の
秀
吉
に
よ
る

九
州
征
討
を
期
に
始
ま
り
、
そ
れ
は
日
田
を
中
心
と
す
る
近
世
期
天
領
の
母
胎
を

な
し
た
。

　
先
述
し
た
如
く
、
正
保
二
年
、
杵
築
の
小
笠
原
忠
知
の
転
封
に
よ
っ
て
、
豊
後

高
田
か
ら
松
平
英
親
が
入
封
し
、
高
田
及
び
豊
前
竜
王
地
区
が
無
主
と
な
り
、
収

公
さ
れ
て
天
領
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
天
領
域
は
英
親
の
預
り
期
を
経
て
、

寛
文
九
年
、
深
溝
松
平
氏
の
肥
前
島
原
領
飛
地
と
な
っ
た
か
ら
、
こ
の
地
域
に
お

け
る
天
領
は
、
一
応
解
消
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
豊
前
国
中
央
部
で
、
大
規
模
な
天
領
が
生
ま
れ
、
日
田
代
官
（
郡
代
）
の
豊
前
四

日
市
出
張
所
（
陣
屋
）
が
開
設
さ
れ
る
の
は
、
先
に
も
触
れ
た
如
く
、
元
禄
十
一
年

の
中
津
小
笠
原
長
胤
の
失
政
に
基
づ
く
滅
封
処
分
に
契
機
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

長
胤
の
八
万
石
の
所
領
の
う
ち
、
四
万
石
は
長
圓
に
認
め
ら
れ
、
他
は
す
べ
て
収

公
さ
れ
て
天
領
と
な
っ
た
。
八
万
石
時
代
の
中
津
領
は
、
下
毛
郡
一
円
の
三
万
二

〇
〇
〇
石
余
、
上
毛
郡
の
六
六
〇
〇
余
石
、
宇
佐
郡
内
に
四
万
一
〇
〇
〇
石
強
な

ど
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
半
滅
後
は
宇
佐
郡
の
殆
ん
ど
を
収
公
さ
れ
（
敷
田
組
な

ど
一
部
を
残
す
）
た
た
め
に
、
中
津
領
は
、
城
下
よ
り
東
部
の
地
を
ほ
ぼ
失
っ
た
こ
と

に
な
る
。

　
四
万
石
に
滅
封
さ
れ
た
中
津
領
は
、
長
圓
を
経
て
正
徳
三
年
、
そ
の
子
長
邑
に

世
襲
さ
れ
た
が
、
こ
の
長
邑
は
幼
少
で
あ
っ
た
た
め
に
、
家
中
に
内
肛
を
生
じ
、

加
え
て
翌
四
年
九
月
、
彼
は
僅
か
七
才
に
し
て
幼
死
し
た
。
当
然
な
が
ら
小
笠
原

氏
の
四
万
石
は
、
無
継
子
を
理
由
に
収
公
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
寛
永
九
年
以
後

の
小
笠
原
中
津
藩
は
解
体
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
中
津
藩
の
滅
封
・
廃
絶
の
過
程
で
、
長
邑
幼
逝
に
よ
る
無
継

子
廃
絶
は
と
も
角
と
し
て
、
長
胤
の
滅
封
問
題
に
つ
い
て
は
、
若
干
注
意
を
向
け

て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
元
禄
十
一
年
、
長
胤
の
滅
封
処
分
に
際
し
て
と
ら
れ
た
い
か
に
も
す

ば
や
い
即
応
的
に
し
て
、
か
つ
恒
久
的
な
対
策
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
幕
府
は

翌
元
禄
十
二
年
六
月
、
豊
前
四
日
市
に
天
領
執
務
機
関
と
し
て
の
四
日
市
陣
屋
の

築
造
を
開
始
し
、
こ
れ
を
八
月
に
は
完
成
し
た
。
そ
の
屋
舎
の
規
模
は
、
東
西
三

十
四
間
、
南
北
四
十
間
の
垣
内
に
、
御
長
屋
・
御
仲
間
部
屋
・
御
侍
部
屋
・
御
座

敷
・
御
勘
定
場
・
台
所
の
外
に
、
屋

る
と
い
う
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

に
は
手
代
の
居
宅
四
棟
が
設
け
ら
れ

　
こ
う
し
た
施
設
を
小
笠
原
氏
の
減
封
直
後
、
し
か
も
短
期
間
に
完
成
さ
せ
た
と

い
う
こ
と
は
、
宇
佐
郡
を
中
心
と
す
る
豊
前
海
岸
部
の
天
領
を
恒
久
的
に
管
理
す

る
と
と
も
に
、
日
田
代
官
所
に
集
中
し
て
い
た
所
管
事
務
の
う
ち
、
豊
前
及
び
豊

｀Ｘ
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心

後
東
北
地
域
に
お
け
る
部
門
を
専
管
さ
せ
る
こ
と
に
そ
の
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
て
良
か
ろ
う
。

　
次
に
府
内
藩
の
場
合
を
み
よ
う
。

　
豊
後
府
内
は
、
中
世
期
を
通
し
て
大
友
氏
の
拠
点
と
な
っ
た
重
要
な
地
域
で
あ

っ
た
。
文
様
二
年
の
大
友
氏
除
国
に
と
も
な
い
、
ま
ず
早
川
氏
が
入
封
、
そ
の
後

福
原
氏
、
早
川
氏
再
封
を
経
て
、
慶
長
六
年
豊
後
杵
築
か
ら
竹
中
重
利
が
入
封
す

る
と
い
う
、
め
ま
ぐ
る
し
く
藩
主
の
交
替
が
く
り
返
さ
れ
た
。
竹
中
氏
の
代
に
な

り
重
利
か
ら
そ
の
ま
ま
重
義
と
続
い
た
が
、
重
義
は
長
崎
奉
行
兼
職
中
の
寛
永
十

一
年
、
職
務
上
の
不
行
跡
・
不
正
が
露
顕
し
て
改
易
さ
作
、
替
っ
て
下
野
壬
生
か

ら
日
根
野
吉
明
が
人
封
し
た
。

　
こ
の
年
、
同
国
速
見
郡
亀
川
に
、
大
給
松
平
氏
の
忠
昭
が
丹
波
亀
川
か
ら
人
封

し
た
。
府
内
に
入
封
し
た
日
根
野
吉
明
の
妻
は
、
こ
の
松
平
忠
昭
の
父
、
成
重
の

妹
に
あ
た
り
、
吉
明
・
忠
昭
は
叔
父
・
甥
の
関
係
で
あ
っ
た
。
府
内
に
入
っ
た
日

根
野
氏
は
、
正
保
・
慶
安
・
承
応
期
を
経
た
明
暦
二
年
、
吉
明
に
継
子
が
無
か
っ

た
め
に
廃
絶
、
そ
の
跡
に
大
給
松
平
忠
昭
が
入
っ
た
。

　
前
に
簡
単
に
触
れ
た
大
給
松
平
氏
は
、
家
康
の
四
代
の
祖
、
長
親
の
兄
、
乗
之

に
系
譜
を
引
く
徳
川
一
門
大
名
と
し
て
家
康
に
近
侍
し
、
忠
昭
の
曽
祖
父
・
近
正
、

祖
父
こ
正
、
及
び
父
・
成
重
の
三
代
の
時
期
に
急
速
に
成
長
し
た
も
の
ら
し
い
。

特
に
成
重
の
継
室
は
、
家
康
め
義
弟
・
松
平
康
之
の
娘
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
大
給
松
平
忠
昭
の
最
初
の
人
封
地
で
あ

る
。

　
こ
れ
よ
り
二
年
前
の
寛
永
九
年
、
細
川
氏
の
肥
後
転
封
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の

遺
領
は
全
て
小
笠
原
氏
一
族
に
分
割
さ
れ
た
事
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
し
く
述

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
旧
細
川
領
は
、
豊
前
。
一
国
を
主
体
に
、
豊
後
国
内
で
は
、

国
東
郡
・
速
見
郡
の
二
郡
に
亘
っ
て
い
た
が
、
う
ち
速
見
郡
日
出
地
方
に
は
、
慶

長
六
年
に
木
下
氏
が
人
封
し
て
お
り
、
忠
昭
に
与
え
ら
れ
た
亀
川
は
、
速
見
郡
内

の
細
川
氏
領
の
一
部
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
松
平
忠
昭
の
亀
川
人
封
と
日
根
野
氏
の
府
内
人
封
と
は
、
同
じ
寛
永
十
一

年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
細
川
氏
が
肥
後
転
封
に
な
り
、
小
笠
原
氏
一
族
が

東
九
州
各
地
域
に
配
封
さ
れ
た
翌
々
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
忠
昭
は
、
亀
川
在
封
一
年
で
、
大
分
郡
中
津
留
・
高
松
な
ど
、
府
内
藩
外
周
地

域
を
動
い
た
の
ち
、
日
根
野
氏
が
府
内
を
除
封
さ
れ
た
明
暦
二
年
の
翌
々
万
治
元

年
に
府
内
に
入
封
し
た
。
こ
の
時
点
で
、
旧
亀
川
は
忠
昭
の
封
土
外
と
な
り
、
こ

の
地
域
一
帯
が
天
領
に
組
み
込
ま
れ
、
ま
た
彼
が
府
内
に
入
封
直
前
ま
で
領
有
し

た
大
分
郡
高
松
地
方
も
天
領
と
な
り
、
天
領
高
松
役
所
が
成
立
す
る
。

　
さ
て
、
こ
の
万
治
元
年
の
大
給
松
平
氏
の
府
内
藩
の
成
立
時
点
に
お
け
る
、
東

九
州
海
岸
部
の
諸
藩
の
分
布
状
態
を
俯
瞰
す
る
と
、
次
の
図
式
の
如
く
で
あ
る
。

　
豊
前
小
倉
藩
（
小
笠
原
忠
直
）
↓
豊
前
中
津
藩
示
笠
原
忠
脩
）
↓
豊
前
宇
佐
豊

後
高
田
（
天
領
＝
松
平
英
親
預
り
Ｉ
寛
文
九
年
島
原
松
平
氏
飛
地
）
↓
豊
後
杵
築
（
松
平

英
親
）
↓
豊
後
日
出
（
木
下
氏
）
－
↓
豊
後
速
見
亀
川
（
天
領
）
－
↓
豊
後
府
内
夭

給
松
平
氏
忠
昭
）

　
右
の
図
式
で
示
さ
れ
る
様
に
、
十
七
世
紀
中
葉
、
す
な
わ
ち
万
治
・
寛
文
期
に

は
、
北
は
小
倉
を
最
北
端
と
す
る
豊
前
北
部
か
ら
、
中
津
・
宇
佐
地
域
・
豊
後
車

北
端
の
国
東
郡
、
更
に
、
速
見
・
大
分
二
郡
に
亘
る
海
岸
線
は
、
小
笠
原
一
族
、
松

平
氏
一
族
の
譜
代
大
名
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
、
そ
の
間
隙
は
、
天
領
も
し
く
は
譜
代

大
名
に
よ
る
預
り
地
と
し
て
所
管
さ
れ
る
と
い
う
、
極
め
て
特
殊
な
政
治
状
態
に

あ
っ
た
。

　
こ
の
間
に
わ
ず
か
、
豊
後
日
出
地
区
に
慶
長
六
年
入
封
の
豊
臣
系
外
様
大
名
・

木
下
氏
の
日
出
藩
及
び
、
内
陸
部
に
配
封
さ
れ
た
玖
珠
郡
森
の
久
留
鳥
氏
の
所
領

が
入
り
込
み
は
す
砧
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
、
大
局
的
に
は
一
応
度
外
視
し
て
も
さ

し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。

　
周
知
さ
れ
る
様
に
、
旧
大
友
氏
の
本
拠
と
し
て
の
豊
後
に
お
け
る
、
政
治
地
図

の
彩
り
替
え
は
、
本
稿
の
昌
頭
に
も
述
べ
た
如
く
文
禄
三
年
を
契
期
と
し
、
第
二

段
階
と
し
て
、
慶
長
六
年
が
あ
っ
た
。
こ
の
文
禄
・
慶
長
期
に
豊
後
の
諸
地
域
に
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転
封
さ
れ
た
近
世
大
名
の
う
ち
西
部
の
中
川
氏
（
岡
）
、
南
部
の
毛
利
氏
（
佐
伯
）
・

稲
葉
氏
（
臼
杵
）
、
中
部
の
久
留
島
氏
（
森
）
、
東
部
の
木
下
氏
百
出
）
の
五
氏
の
み

が
世
襲
し
て
、
江
戸
期
を
終
え
た
の
で
あ
る
。

　
豊
後
府
内
及
び
、
よ
り
東
九
州
的
な
豊
後
国
東
郡
、
豊
前
宇
佐
郡
と
そ
の
以
北

に
お
け
る
文
禄
・
慶
長
期
以
降
の
は
げ
し
い
大
名
配
置
転
換
の
も
つ
意
味
は
、
一

体
何
な
の
か
。
以
下
、
本
稿
の
目
的
と
す
る
問
題
に
つ
い
て
更
に
焦
点
を
し
ぼ
っ

て
み
よ
う
。

　
　
　
　
㈹
　
　
゛

寛
文
九
年
、
島
原
深
溝
松
平
氏
の
豊
州
御
領
と
呼
ば
れ
る
飛
地
の
成
立
に
よ
っ
て
、

豊
後
府
内
以
北
、
豊
前
一
国
を
北
限
と
す
る
海
岸
部
に
お
け
る
、
い
わ
ば
「
譜
代
・

天
領
体
制
」
は
、
一
応
の
完
成
期
を
迎
え
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
れ
を
一
応
の
完
成
期
と
名
付
け
た
の
は
、
そ
の
後
に
今
一
度
、
部
分
的
に
で

は
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
変
革
期
を
迎
え
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
こ
こ

で
は
仮
り
に
寛
文
期
を
限
っ
て
第
一
期
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

　
右
の
第
一
期
に
対
し
て
、
第
二
期
に
相
当
す
る
の
は
、
元
禄
末
期
か
ら
享
保
二

年
に
至
る
二
〇
年
間
で
、
い
わ
ば
そ
の
完
成
期
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
中
津
小
笠
原
藩
の
解
体
・
天
領
の
創
出
・
奥
平
氏
中

津
藩
の
成
立
を
め
ぐ
る
問
題
と
な
る
。

　
既
に
前
に
も
、
豊
前
地
方
に
お
け
る
天
領
の
創
出
の
項
で
触
れ
た
様
に
、
寛
永

九
年
、
中
津
に
人
封
し
た
小
笠
原
忠
次
（
八
万
石
）
は
、
こ
れ
を
養
子
長
勝
に
世
襲

更
に
長
勝
の
養
子
、
長
胤
に
継
が
れ
た
が
、
長
胤
時
代
の
元
禄
十
一
年
、
そ
の
失

政
に
よ
っ
て
四
万
石
に
減
封
、
こ
れ
を
弟
・
長
円
が
継
ぐ
こ
と
を
認
め
ら
れ
、
残

る
四
万
石
は
天
領
と
な
っ
た
。
こ
の
折
、
幕
府
は
末
弟
・
長
宥
に
郡
内
の
時
枝
地

区
や
、
下
毛
郡
内
の
地
計
五
〇
〇
〇
石
を
知
行
地
と
し
て
与
え
て
旗
本
に
列
し
た

が
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
時
枝
領
」
は
幕
末
ま
で
存
続
し
た
。

　
四
万
石
を
受
け
た
長
円
は
、
こ
れ
を
長
邑
が
継
い
だ
が
、
彼
は
享
保
元
年
に
幼

死
し
た
た
め
に
小
笠
原
氏
は
中
津
を
廃
絶
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
先
の
長
胤
の
収
公
地
四
万
石
は
、
翌
十
二
年
に
四
日
市
陣
屋
の
開
設
に
と
も
な
へ

っ
て
そ
の
所
管
と
な
り
、
宝
永
・
正
徳
期
を
経
た
。

　
享
保
元
年
、
長
邑
の
死
に
と
も
な
っ
て
中
津
藩
は
、
豊
後
岡
の
中
川
氏
が
城
番

を
勤
め
た
が
、
翌
享
保
二
年
、
幕
府
は
丹
後
国
宮
津
か
ら
奥
平
昌
成
を
転
封
さ
せ

こ
こ
に
奥
平
氏
に
よ
る
中
津
藩
が
成
立
し
た
。

　
奥
平
氏
は
、
鎌
倉
時
代
の
初
期
、
赤
松
則
景
か
ら
分
立
し
た
家
系
を
持
ち
、
永

禄
年
間
以
降
、
武
田
氏
や
家
康
の
間
を
転
々
と
し
て
い
た
が
、
天
正
元
年
以
降
は

徳
川
氏
に
従
っ
た
。
信
昌
の
時
代
に
彼
が
家
康
の
姫
、
亀
姫
を
妻
と
し
た
関
係
か

ら
、
徳
川
氏
の
譜
代
と
な
り
、
殊
に
信
任
が
厚
く
な
っ
た
。

　
関
ケ
原
役
で
大
功
を
上
げ
て
美
濃
国
加
納
に
十
万
石
で
封
を
受
け
、
元
禄
十
年

は
昌
成
が
円
後
宮
津
に
転
封
、
更
に
享
保
二
年
の
中
津
入
封
と
な
っ
た
も
の
で
あ

　
昌
成
の
中
津
転
封
に
つ
い
て
は
、

奥
平
大
膳
大
夫
昌
成
は
、
丹
後
国
宮
津
よ
り
豊
前
中
津
に
移
り
、
一
万
石
の

地
を
加
増
あ
り
、
十
万
石
に
列
す
。
昌
成
弱
年
と
い
へ
ど
も
、
門
地
を
思
召

要
枢
の
地
を
あ
ず
け
た
ま
ふ
よ
し
面
命
あ
り
。

と
い
う
記
述
が
、
譜
代
と
し
て
の
奥
平
氏
の
立
場
と
豊
前
中
津
の
歴
史
地
理
的
立
地

の
重
要
性
を
う
か
が
わ
せ
る
に
充
分
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
奥
平
氏
の
中
津
領
域
は
、
若
干
の
特
殊
性
を
も
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

十
万
石
の
所
領
の
う
ち
に
は
、
筑
前
国
恰
上
郡
の
一
万
七
〇
〇
〇
石
弱
、
備
後
国

内
に
三
郡
で
二
万
石
強
の
飛
地
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
城
附
地
の
豊
前
国
内

は
六
万
二
〇
〇
〇
石
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
六
万
石
の
う
ち
、
四
万
石
は
、
旧
封
小
笠
原
長
邑
の
遺
領
を
受
け
た
も
の

で
、
残
る
二
万
石
は
、
先
の
元
禄
十
一
年
に
八
万
石
か
ら
四
万
石
に
減
封
の
際
、

収
公
さ
れ
、
天
領
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
領
域
か
ら
加
え
ら
れ
た
。
以
降
、
奥
平
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心

氏
は
、
昌
散
・
昌
鹿
・
昌
男
・
昌
高
（
以
下
略
）
と
世
襲
し
て
、
明
治
を
迎
え
た
。

　
以
上
の
経
過
、
つ
ま
り
小
笠
原
四
万
石
の
解
体
、
奥
平
八
万
石
の
成
立
の
時
期

を
も
っ
て
、
先
述
し
た
「
譜
代
・
天
領
体
制
」
完
成
期
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
状
態
を
、
先
の
図
式
を
更
に
補
完
的
に
示
す
と

小
笠
原
氏
小
倉
領
↓
奥
平
氏
中
津
領

　
　
小
倉
地
区

－

中
津
地
区

宇
佐
地
区

　
豊
前
・
豊
後
国
境
域

１

と
な
る
。

　
こ
の
様
に
見
て
来
る
と
、
小
倉
地
区
を
基
点
と
し
て
、
南
下
を
は
じ
め
、
中
津
・

宇
佐
・
国
東
・
速
見
・
大
分
に
至
る
海
岸
部
は
、
僅
少
な
外
様
領
を
除
く
以
外
、

す
べ
て
譜
代
領
も
し
く
は
天
領
と
し
て
領
有
さ
れ
、
府
内
以
南
に
お
い
て
も
大
野

川
河
口
部
の
重
要
拠
点
は
、
岡
中
川
氏
（
外
様
）
・
細
川
氏
と
い
う
徳
川
氏
に
と
っ
て

の
比
較
的
信
任
厚
い
外
様
大
名
に
よ
っ
て
飛
地
と
し
て
領
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
、
譜
代
・
天
領
体
制
の
布
設
の
中
で
、
天
領
は
問
題
外
と
し
て
も
、

杵
築
藩
松
平
氏
及
び
府
内
藩
松
平
氏
の
占
め
た
位
置
は
大
き
い
。
次
に
そ
の
問
題

点
を
見
て
行
こ
う
。

□

　
正
保
二
年
、
杵
築
に
人
封
し
た
松
平
英
親
の
あ
と
は
、
重
栄
・
重
休
・
親
純
・

親
盈
・
親
貞
・
親
賢
・
親
明
・
親
良
・
親
貴
と
世
襲
し
て
明
治
を
迎
え
た
。

　
こ
れ
ら
各
代
藩
主
の
う
ち
、
二
代
重
栄
・
九
代
親
良
は
、
幕
府
の
寺
社
奉
行
を
　
９
‐

勤
め
、
ハ
代
親
明
は
奏
者
番
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
１

　
府
内
に
入
っ
た
大
給
松
平
氏
で
は
、
初
代
忠
昭
の
あ
と
、
近
陳
・
近
禎
・
近
貞
・

近
形
・
近
涛
・
近
義
・
近
訓
・
近
信
・
近
説
と
世
襲
さ
れ
る
が
、
第
三
代
近
禎
は

寺
社
奉
行
を
、
第
十
代
近
説
は
、
幕
末
期
の
多
難
な
時
期
に
若
年
寄
・
寺
社
奉
行

を
勤
め
た
。

　
周
知
の
如
く
、
幕
府
に
お
け
る
寺
社
奉
行
は
、
将
軍
直
属
の
要
職
で
、
三
奉
行

の
最
高
位
を
占
め
、
奏
者
番
を
兼
務
す
る
場
合
が
普
通
で
あ
っ
た
。

　
九
州
地
域
の
大
名
で
、
国
守
在
任
中
に
幕
閣
の
要
職
を
勤
め
た
家
で
は
、
唐
津
藩
の
小

笠
原
氏
（
行
長
、
老
中
・
老
中
格
）
の
例
を
最
高
と
し
、
そ
れ
も
幕
末
期
に
限
ら
れ
、

寺
社
奉
行
と
し
て
は
、
肥
前
松
浦
藩
の
松
浦
壱
岐
守
棟
（
元
禄
期
）
を
除
け
ば
、
先

記
の
杵
築
松
平
重
栄
（
元
禄
九
年
～
一
五
年
）
、
府
内
松
平
近
禎
（
正
徳
元
年
～
享
保
十
年
）

な
ど
が
目
立
っ
て
ぃ
ひ
。

　
府
内
接
平
氏
や
杵
築
松
平
氏
は
、
在
国
中
「
長
崎
御
用
」
を
勤
め
た
も
の
と
云

わ
れ
、
又
、
譜
代
大
名
と
し
て
の
立
場
か
ら
か
、
参
勤
交
代
に
と
も
な
う
在
国
と

旗
本
小
笠
原
氏
時
枝
領

Ｕ
Ｐ
－
四
四
市
天
Ｊ
Ｌ
則

Ｉ
ノ
　
　
ベ
ー
ー
ー
ｙ
－
１
－
Ｊ
　
　
－

深
溝
松
平
氏
島
原
領
↓
能
見
松
平
氏
杵
築
領
‐
Ｉ
Ｉ
木
下
氏
日
出
領
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
宍
禁
　
　
丿
哨
ぽ
ー

天
領
（
；
Ｊ
Ｌ
か
刺
�
剔
↓
似
顔
皿
か
Ｐ
）
Ｉ

ｅ
６
譜
代

＠
―
天
領

⑤
９
外
様

稲
葉
氏
臼
杵
領
土
毛
利
氏
佐
伯
領

斤
ぴ

ｊ



東九州地域の歴史地理性と幕藩体制（後藤）

在
京
は
、
交
互
に
な
さ
れ
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
必
ず
在
国
す
る
様
に
配
慮
さ
れ
て

い
た
も
の
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
杵
築
藩
二
代
・
重
体
の
宝
永
五
年
十

月
重
体
の
参
勤
の
時
期
に
つ
い
て
幕
府
へ
の
伺
い
に
対
し
て
幕
府
か
ら

　
　
豊
後
府
内
候
松
平
対
馬
守
近
禎
在
着
以
後
、
参
勤
あ
る
べ
き
の
旨
、
仰
せ
出

　
　
さ
秒

と
見
え
、
正
徳
元
年
十
一
月
の
伺
い
に
対
し
て
も
、
「
来
年
六
月
参
勤
す
べ
し
」
と

命
じ
ら
れ
て
ぃ
い
が
、
こ
れ
は
府
内
松
平
近
禎
が
寺
社
奉
行
の
任
に
あ
り
、
下
国
で
き

な
い
為
に
、
杵
築
松
平
氏
の
在
国
を
強
要
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
以
上
、
寛
永
九
年
、
細
川
氏
の
肥
後
転
封
に
と
も
な
っ
て
始
ま
る
、
豊
前
一
国

及
び
豊
後
車
北
部
の
分
割
支
配
の
推
移
の
主
軸
は
、
こ
の
地
域
の
歴
史
的
、
地
理

的
立
地
に
基
づ
く
重
要
性
が
か
ら
み
、
こ
れ
を
天
領
及
び
譜
代
大
名
の
配
置
体
制

で
補
完
し
よ
う
と
す
る
幕
府
の
意
図
が
、
大
き
く
左
右
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
に

つ
い
て
み
て
来
た
。

　
い
わ
ゆ
る
「
薩
長
土
肥
」
の
外
様
藩
を
主
導
と
す
る
幕
末
期
反
幕
運
動
に
際
し
、

こ
れ
ら
譜
代
藩
は
、
と
も
ど
も
に
勤
王
の
旗
色
を
鮮
明
化
す
る
こ
と
に
遅
く
、
む

し
ろ
佐
幕
的
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、

幕
藩
体
制
草
創
期
の
施
策
が
効
を
奏
し
た
数
少
な
い
例
と
し
て
評
価
さ
れ
て
よ
か

ろ
う
。

　
九
州
地
域
に
お
け
る
幕
藩
体
調
誠
立
に
か
か
わ
る
根
幹
的
問
題
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
藤
野
保
氏
の
多
く
の
論
述
が
あ
り
、
本
小
稿
も
そ
れ
を
基
調
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
車
九
州
地
域
の
各
譜
代
藩
の
藩
政
の
展
開
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
稿

を
改
め
て
検
討
し
て
み
る
予
定
で
い
る
。
各
地
域
に
お
け
る
近
世
史
の
展
開
は
、

そ
の
地
域
の
歴
史
性
・
地
理
性
に
い
や
応
な
し
に
規
制
さ
れ
る
。
車
九
州
地
域
に

お
け
る
藩
政
の
展
開
の
究
明
も
こ
の
基
本
問
題
を
度
外
視
し
て
は
、
正
確
な
解
決

は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

八

●Ｓ汪

W

①
九
州
全
域
で
、
江
戸
期
を
通
じ
て
、
譜
代
系
譜
に
属
す
る
大
名
は
僅
か
な
が
ら
見
ら
れ
る

　
が
、
こ
こ
で
は
問
題
を
東
九
州
に
限
定
し
た
た
め
比
較
的
長
期
政
権
を
維
持
し
た
徳
川
直

　
系
の
松
平
氏
及
び
、
小
笠
原
氏
・
奥
平
氏
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
た
。

②
伊
東
多
三
郎
「
幕
藩
体
制
」
第
二
章
－
三
。

③
後
藤
重
巳
「
藩
制
成
立
期
に
お
け
る
二
・
三
の
問
題
点
」
『
別
府
大
学
紀
要
』
第
二
三
号
。

④
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
三
・
小
笠
原
系
図
参
照
。

⑤
「
能
見
家
御
由
緒
」
別
府
大
学
文
学
部
所
蔵
史
料
。

⑥
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
三
、
『
藩
翰
譜
』
な
ど
。

⑦
こ
の
女
性
は
、
の
ち
徳
川
秀
志
の
養
女
と
な
っ
た
。
細
川
忠
利
と
の
婚
姻
は
慶
長
十
四
年

　
四
月
の
こ
と
で
あ
り
、
細
川
氏
は
す
で
に
豊
前
に
入
封
し
て
い
た
。
『
寛
歌
重
修
諸
家
譜
』

　
第
二
、
細
川
。

⑧
「
寛
歌
重
修
諸
家
譜
」
第
一
、
松
平
。

⑨
『
寛
歌
重
修
諸
家
譜
』
第
六
、
竹
中
。

⑩
注
⑦
に
同
じ
。

⑩
「
執
睨
録
」
収
「
当
地
代
々
御
領
主
之
事
」
別
府
大
学
文
学
部
所
蔵
史
料

⑩
藤
野
保
編
『
九
州
天
領
の
研
究
』
収
、
藤
野
保
「
九
州
天
領
の
成
立
の
展
開
」
。
『
寛
政
重
修

　
諸
家
譜
』
第
一
、
松
平
。

⑩
後
藤
重
巳
「
飛
地
領
支
配
に
お
け
る
問
題
点
」
、
別
府
大
学
『
史
学
論
叢
』
第
五
号
。

（
ｕ
⑩
に
Ｉ
同
じ
。

⑩
「
四
日
市
年
代
記
」
宇
佐
市
渡
辺
孝
氏
所
蔵
文
書
。

面
⑨
に
同
じ
。

⑩
『
寛
歌
登
修
諸
家
譜
』
第
一
、
「
大
分
市
史
」
上
巻
・

⑩
日
出
領
に
接
す
る
頭
成
地
区
の
森
領
、
国
東
郡
先
端
部
の
日
向
延
領
の
飛
地
が
あ
る
。

⑩
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
九
、
奥
平
。

⑩
角
川
「
日
本
史
辞
典
」
収
、
江
戸
幕
府
組
織
表
参
照
。

⑩
是
永
六
雅
「
追
遠
拾
遺
」
同
年
條
。

⑩⑩
　
　
　
　
が
　
　
　
　
　
同
年
條
。

「
九
州
に
お
け
る
幕
藩
領
主
支
配
の
特
質
日
�
」
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
十
六
号
及
び

『
史
渕
』
　
一
〇
七
輯
収
。
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